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Resolution on the banning of the use of depleted uranium-DU 
劣化ウラン使用非合法化決議案 

World Depleted Uranium Centre e.V., Berlin    Berlin, 22.04.2000 
 
周知の通り、劣化ウラン（DU)とその化合物である放射性化学物質の有害物は、絶えることなく産出してお

り、それが人体や動植物などの生態系循環に与える障害や被害も継続的に生じている事は、確定的な証拠が明示

されているため、我々は、軍需及び民需的 DU使用全ての非合法化を要求します。 
我々人類は、創世物としての地球を維持するため、また、その地球上に住む人類の威厳を保つために、DU の使用を禁止

するべきです。DU や DU が加熱されて自然腐敗発生した化合物は土壌や水循環を侵害し、我々が住む環境や地域社会

を、数十世紀後の間、居住不能な状態へと変化させます。（ウランは半減するまでに４５億年かかり、それまで長期にわたっ

て危険な放射性分解生成物を産出します。） 

また、現在の軍用 DU の使用は、現行の人道的な国際法の「害敵手段の制限（ハーグ陸戦規則（以下 HCIV） ２２条、ジ

ュネーブ条約（以下 GP1）の第一追加議定書３５条）」、「過度の傷害または無用の苦痛を与える外敵手段の禁止（HCIV

２３条１項 e と GP１３５条２項）」、「有害、毒害武器行使禁止（GP１５１条４項ｃと５項ｂ）」と共に「無差別攻撃の禁止（GP１２３

条１項 e）」に違反しています。また、国連人権小委員会 （１９９６年/１６）で決議された生存権の元でも、DU の配備と使用

は国際的な環境及び人権保護の原則にも反しています。 

 

我々は、以下の各項目を要請します。 

1、 DU 兵器と DU 装甲、その他それぞれ発展的な軍需品も同様に、DU の使用・開発・製造・移動・貯蔵・ 

所有を全面的に非合法化すること。 

2、 全ての DU による犠牲者（特に子供たち）へ医療扶助を行うこと。 

3、 DU 兵器や DU 軍需品を廃絶し、DU を安定した化学化合物質へ転換し、安全に貯蔵すること。 

4、 将来、現在にウランとその化合物が放射する可能性のため、DUの民間的な使用を禁止すること。 

5、 DU 感染を伴う、全ての軍需及び民需用武器を廃絶すること。 

6、 戦場、軍事演習場とその他の汚染地域を含む、全ての DU 汚染地域を除染すること。 

7、 世界に存在する２、３００万トンの DU を、ウランヘクサフロイド（Uranium Hexafluorid） という安全 性の不十分な物質

ではなく、ウランオキシド（Uran Oxide) という安定した物質へ転換し、安全に貯蔵 すること。 

8、 （ジュネーブ条約 85 条３項ｂ、IMT 規程 6 条ｂ、ICTY 規程２条 c と３条 a、ローマ規程 8 条 2 項 b に基づき） 

DU 軍用使用の戦争犯罪を懲罰すること。 

9、 普遍の国際法の正当な義務原則に従って、DU 使用による継続的な危害を排除すること。 

10、 特に戦場、軍用演習場、廃棄物処理場などの世界中の DU 感染地域についての情報管理と DU 諸問題 

研究センターを創設すること。 


